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最近マネジメントがブームである。「計

画（Plan），実行（Do），評価（Check），

改善（Act）のプロセスを順に実施し，最

後 のActを次回のPlanに結び付けるらせ

ん状のプロセス」によって組織の業績を

向上させる。高校野球にも応用できるら

しいから，法曹養成教育にも応用できる。

応用できると信じよう。学期中に2回（試

験問題・出題趣旨のアンケートを含むと3

回）年間 4 回ないし 6 回のアンケートが

実施されている。これだけ実行されてい

ると，「慣性」「惰性」に陥るのが自然

とも思える。

このサイクルがうまくいくためには，

評価するもの（そのような「役割を演じ

る」者）の Check 能力が必要である。素

人でも情熱と誠実さがあれば，Check 能力

は向上し，組織のAct へとつながる。

法科大学院の Plan は，教員・院生にと

って新司合格である。Do としての授業・

オフィスアワーは新司合格＝次世代法曹

養成のために組み立てられている。Check

項目（とりわけ【4】【5】【7】【8】）

は法曹にとって必須の能力の涵養へ向け

ての努力を意味する（この項目の簡潔な内容

は，ニューズレター16 号でも説明したので読ん

で欲しい）。

この Check 項目は法曹をめざす者が

日々の学習において意識して，修練を積

まなければならないものである。筋力を

培うトレーニング，敏捷性を培うトレー

ニングと同じである。意識してトレーニ

ングする必要がある。

Check 項目を自らのものとしておかな

ければ，院生にとって「授業アンケート

への回答時間」は無駄な時間である。授

業アンケートを受けて教員が示す「所感

と対応」はぜひ読んで欲しい。鹿大にい

ま必要なものは切磋琢磨である。「授業

アンケート」「所感と対応」の緊張感を

維持して欲しい。

鹿大の法科大学院教育には，国の力が

傾けられていることを考えて欲しい。最

高裁判所からは現職の裁判官が，法務省

からは現職の検察官が，そして鹿児島・

宮崎両県の弁護士会から弁護士が，それ

ぞれの使命感の下で院生の教育に当たっ

ている。地域の次世代の法曹をめざす者

だけがこの場にいてよいのである。とき

おり，鹿大生の学習姿勢に疑問を投げか

けられることがある。例外ではあるにし

ても，消え入りたい気持ちになることが

ある。奮起を期待したい。

「弁護士は，基本的人権を擁護し，社

会正義を実現することを使命とする（弁護

士法 1 条 1 項）」。蛇足だけれども，法科

大学院は高い倫理観と地域貢献という使

命感を有する人材を養成する教育機関で

ある。表面的な受験技術のみに傾斜した

授業を求められても，期待に応えること

はできない。なにより表面的な受験技術

では，新司の論文試験を突破することは

できない。この意味でも，電子シラバス

に掲載されている教員の「所感と対応」

を読んで，自らの Check 能力を高めて欲

しい。Check 能力はそのまま新司合格へと
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つながるものと信じたい。

本年度のＦＤ活動のスローガンも前年

度を踏襲した「教員と学生との協働」で

ある（ニューズレター20 号参照）。高校

野球にあやかって新司合格という結果が

生まれることを期待したい。
采女 博文（民法／ＦＤ委員）

ＰＤＣＡサイクルに基づき、授業評価

があまり芳しくない教員として、評価の

高い授業を参観した（Act：改善）。

先ず感じたのは、参観した授業はそれ

ぞれ優れていて、学生によるCheck（評価）

が真摯になされているということである。

私にとっても、有益であり、「授業全体

が一つの目的（学生の法的思考力を涵養

しよう）に即して緊密に構成されている」

点、「学生に伝えられる情報が明確であ

り重点的であるよう工夫されている（あ

れもこれも、ではない）」点、また「授

業が聞き取りやすい」点等、大変に参考

になった。

ただし、優れた授業が学生に十全に活

用されているのであろうか、という疑念

も生じた。

参観した授業は、その進行おいて、「な

ぜか（なぜ、この条文はこのような構成

をとっているのか。・・）」という問題

提起（学生との対話）が繰り返し行なわ

れ、対象（法・条文）の論理的な構造、

個々の概念の関係性を明らかにしようと

する配慮がなされていた。学生にも、授

業での対話が「法的思考力」を涵養する

ために有益であることは理解されている

ように感じられた。そうであるならば、

そのような対話が有効・効率的であるた

めに、十分な準備（予習・復習）がなさ

れていたかというと、あと一息のように

思われた。

別の授業では「創造的思考力とは、基

本的な知識の応用である」ということが

指摘され、「保証契約に基づく弁済が有

効であるためには、該契約が有効に存在

しなければならず、このことは附従性と

いう概念に影響を与える」「附従性の結

果として保証債務は消滅し、なされた弁

済は非債弁済として評価される」という

二つの考え方（学説）が詳しく説明され

ていた。ここで、法的思考を身につける

ための方法が具体的に示されている。す

なわち「考え方」を対比させながら、そ

れぞれの論理の展開を、自分の頭で徹底

して考えるということが、基礎的な知識

を応用可能なものとして身につける（思

考力）ために、不可欠な手段なのである。

このことを十分に理解して、復習に臨ん

でほしいと思う。

次に感じたのは、参観した授業・担当

教員は、受講生から信頼されているとい

う点である。「この授業は、自分の目的

達成に必要な能力の涵養に有益であり、

かつ教員はそのことに十分に配慮してく

れていて、自分は示されている方向に努

力していけばよい。」という気配が窺え

た（アンケート結果も含め）。コミュニ

ケーション（授業）の基礎には、信頼・

共感がなければならないと、どこかで耳

にした気がする。伝達される内容・情報

は次、次の次である。聞こうとする意欲

がなければ情報の伝達すら不可能である。

アンケート項目【2】（授業・教員に対す

るある種の共感を示す項目）を軽んじ、

低評価であることに甘んじていた者とし

て反省しなければならない。

しかしながら、「共感（送り手である

教員の配慮がわかる）」のためには、受

け手である学生にも、自己管理・努力が

不可欠であるということを、かの碩学ド

ラ chan が『マネジメント』で強調してい

ることを、付言しておこう。

志田 惣一（商法）
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